
 

北海道教育委員会 

令和 6年 2月 

◎本資料は北海道教育委員会の委託を受けてポールトゥウィン株式会社が令和 6年 2月に作成したものです。 

悪
わ る

口
く ち

を書
か

かれて嫌
い や

だなという気
き

持
も

ちが続
つ づ

いたり、そんな気
き

持
も

ちを身
み

近
ぢ か

な大
お と

人
な

に相
そ う

談
だ ん

しづらいときは、電
で ん

話
わ

やチャットで相
そ う

談
だ ん

できる場
ば

所
し ょ

があり

ます。嫌
い や

だなという気
き

持
も

ちはため込
こ

まないようにしましょう。 

 

◆先
せ ん

生
せ い

や親
お や

に相
そ う

談
だ ん

しづらいときは… 

 

 インターネット上
じょう

の悪
わ る

口
く ち

を聞
き

き流
な が

す力
ちから

のことを 

「スルースキル」と呼
よ

びます。悪
わ る

口
く ち

を書
か

かれても、 

この「スルースキル」を使
つ か

って、相
あ い

手
て

にしないことが大
た い

切
せ つ

です。 

◆ 悪口
わ る く ち

を書
か

かれてしまったら… 
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かれても相
あ い
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て

にしない 
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せ い

や親
お や

に伝
つ た

える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇書かれたことを先生や親に伝える 

 インターネットの中
な か

で悪口
わ る く ち

を書
か

かれたどうすればよいか考
かんが

えてみましょう。 

 悪
わ る

口
く ち

は消
け

すことができる場
ば

合
あ い

もあります。子
こ

どもだけでは対
た い

応
お う

が

難
むずか

しい削
さ く

除
じ ょ

依
い

頼
ら い

などの対
た い

応
お う

は大
お と

人
な

に協
きょう

力
りょく

してもらい進
す す

めてもらうよ

うにしましょう。 

 【やってはいけないこと！】 

  悪
わ る

口
く ち

を書
か

かれても、相
あ い

手
て

に反
は ん

論
ろ ん

したり、言
い

い返
か え

そうと

したりしてはいけません。インターネットの中
な か

で悪口
わ る く ち

を

書
か

く人
ひ と

は相
あ い

手
て

が反
は ん

応
の う

するのを面
お も

白
し ろ

がって見
み

ています。 

・北海道
ほ っ か い ど う

教育
き ょ う い く

委員会
い い ん か い

 子
こ

ども相
そ う

談
だ ん

支
し

援
え ん

センター 

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimedenwasoudan.html 

・まもろうよこころ 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 



令和6年2月
北海道教育委員会

ネットトラブル未然防止のための総合ヘルプサイト

◎本資料は北海道教育委員会とポールトゥウィン株式会社が令和6年2月に作成したものです。
子どもたちのインターネット利用に関わる相談等がありましたら、下記までご相談ください。

≪北海道教育委員会ネットトラブル未然防止のための総合ヘルプサイト≫

https://webreport.public.ptw.jp/hokkaido/helpsite/

インターネット上の
誹謗中傷に関する相談窓口

子どもがインターネット上の誹謗中傷の被害に遭った際、当サイトでも削除依頼の方法などのアド

バイスを行っておりますが、その他にも公的な窓口を含め、様々な相談窓口があります。用途に応じ

て使い分けができるよう、いくつかの窓口をご紹介します。

保護者・教職員向け （全学校種向け）

誹謗中傷の被害に遭った場合

悩みや不安を聞いてほしい

対応方法が知りたい

身の危険を感じる

アドバイスが欲しい、
自分で削除依頼を行いたい

自分の代わりに
削除依頼を行ってほしい

まもろうよこころ（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
電話、メール、チャットなど様々な方法で
相談できる窓口を紹介しています。

最寄りの警察署
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/i
ntro/syozai/syozai.html

違法・有害情報相談センター（総務省）
https://ihaho.jp/
誹謗中傷に限らず、プライバシー侵害やそ
の他のトラブルの対するアドバイスをもら
うことができます。

インターネット人権相談受付窓口
（法務省）
https://www.jinken.go.jp/
削除依頼の方法などの助言に加え、

法務局が事案に応じてプロバイダ等
に対する削除要請を行ってくれるケ
ースもあります。

誹謗中傷ホットライン
（セーファーインターネット協会）
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/

基準に該当すると判断したものについ
てはプロバイダに各社の利用規約等に沿
った対応を促す連絡を行ってくれます。

上記の他にも様々な相談窓口がありますので、目的に応じてご活用ください。子どもたちから相談

を受けた際、すぐに動けるよう、事前に窓口をブックマークしたり、サイトの利用方法などを確認し

たりしておくことが大切です。

国の機関民間機関

北海道教育委員会 子ども相談支援センター
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/h
k/ssa/ijimedenwasoudan.html
電話やメールの他、直接来所して相談する
ことができます。

https://webreport.pit-crew.co.jp/hokkaido/helpsite/
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/intro/syozai/syozai.html
https://ihaho.jp/
https://www.jinken.go.jp/
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimedenwasoudan.html
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